
  

 

厚生労働省通知  
○不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について  

平成 16 年 5 月 24 日 雇児発第 0524002 号・

社援発第 0524008 号  

各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市

市長宛  

厚生労働省雇用均等・児童家庭・社会・援護

局長連名通知  
 

従 来 、 国 又 は 地 方 公 共 団 体 以 外 の 者 か ら 不 動 産 の 貸 与 を 受 け 保 育 所 を 設 置 す

る こ と に つ い て は 、 「 社 会 福 祉 法 人 の 認 可 に つ い て 」 （ 平 成 １ ２ 年 １ ２ 月 1 日

障 第 ８ ９ ０ 号 ・ 社 援 第 ２ ６ １ ８ 号 ・ 老 発 第 ７ ９ ４ 号 ・ 児 発 第 ９ ０ ８ 号 厚 生 省 大

臣 官 房 障 害 保 健 福 祉 部 長 ・ 社 会 ・ 援 護 局 長 ・ 老 人 保 健 福 祉 局 長 ・ 児 童 家 庭 局 長

連 名 通 知 ）の ほ か 、｢不 動 産 の 貸 与 を 受 け て 設 置 す る 保 育 所 の 認 可 に つ い て ｣（ 平

成 １ ２ 年 ３ 月 ３ ０ 日 児 発 第 ２ ９ ７ 号 厚 生 省 児 童 家 庭 局 長 通 知 。 以 下 ｢旧 通 知 ｣と

い う 。 ） に 定 め る と お り の 取 扱 い と し て き た と こ ろ で す 。  

 保 育 所 を 経 営 す る 事 業 が 安 定 的 、 継 続 的 に 行 わ れ る た め に は 、 保 育 所 の 設 置

に 必 要 な 土 地 及 び 建 物 い ず れ に つ い て も 、 保 育 所 の 設 置 者 が 所 有 権 を 有 し て い

る か 、 又 は 国 若 し く は 地 方 公 共 団 体 か ら 貸 与 若 し く は 使 用 許 可 を 受 け て い る こ

と が 原 則 で あ っ て 望 ま し い と こ ろ で す が 、 一 方 、 待 機 児 童 の 解 消 等 の 課 題 に 対

し 、 保 育 所 の 緊 急 整 備 が 求 め ら れ て い る と こ ろ で す 。  

 そ の た め 、 今 般 、 ｢規 制 改 革 ・ 民 間 開 放 推 進 ３ か 年 計 画 ｣（ 平 成 １ ６ 年 ３ 月 １

９ 日 閣 議 決 定 ） 等 も 踏 ま え 、 地 域 の 実 情 に 応 じ た 取 組 を 容 易 に す る 観 点 か ら 、

こ れ ま で の 取 扱 い を 改 め 、 国 又 は 地 方 公 共 団 体 以 外 の 者 か ら 不 動 産 の 貸 与 を 受

け て 保 育 所 を 設 置 す る 場 合 に お い て は 、 下 記 の と お り 要 件 緩 和 を 行 う こ と と し

ま し た の で 、 貴 職 に お い て 適 切 な 御 配 慮 を お 願 い し ま す 。  

 

記 

 

第１ 要件緩和の内容 

１ 既設法人が保育所を設置する場合 

既に第 1 種社会福祉事業（社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２条第２項第２号

から第５号までに掲げるものに限る。）又は第２種社会福祉事業のうち保育所を経営す

る事業若しくは精神障害者社会復帰施設を経営する事業を行っている社会福祉法人（以

下｢既設法人｣という。）が保育所を設置する場合には、｢国又は地方公共団体以外の者か

ら不動産の貸与を受けて既設法人が通所施設を設置する場合の要件緩和について｣（平成

１２年９月８日障第６７０号・社緩第２０２９号・老発第６２８号・児発第７３２号厚

生省大臣官房障害保健福祉部長・社会・援護局長・老人保健福祉局長・児童家庭局長連

名通知）に定めるとおりの取扱いとして差し支えないこと。 

２ 既設法人以外の社会福祉法人が保育所を設置する場合 

（１）既設法人以外の社会福祉法人については、これまで都市部等土地の取得が極めて

困難な地域において、施設用地の貸与を受けて設置することが認められていたが、こ

れを、都市部等地域以外の地域であって緊急に保育所の整備が求められている地域に

も拡大すること。 



  

 

（２）貸与を受けている土地については、原則として、地上権又は賃借権を設定し、かつ

これを登記しなければならないこと。ただし、貸主が、地方住宅公社若しくはこれに

準ずる法人、又は、地域における基幹的交通事業者等の信用力の高い主体である場合

などのように、安定的な事業の継続性の確保が図られると判断できる場合には、地上

権又は賃借権の登記を行わないこととしても差し支えないこと。 

（３）賃借料が、地域の水準に照らして適正な額以下であるとともに、安定的に賃借料を

支払い得る財源が確保されていること。また、賃借料及びその財源が収支予算書に計

上されていること。 

３ 社会福祉法人以外の者が保育所を設置する場合 

（１）社会福祉法人以外の者が保育所を設置する場合には、当該保育所の用に供する土地

又は建物について、国及び地方公共団体以外の者から貸与を受けていても差し支えな

いこと。 

（２）貸与を受けている土地又は建物については、原則として、地上権又は賃借権を設定

し、かつこれを登記しなければならないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合

などのように、安定的な事業の継続性の確保が図られると判断できる場合には、地上

権又は賃借権の登記を行わないこととしても差し支えないこと。 

① 建物の賃貸借期間が賃貸借契約において１０年以上とされている場合 

② 貸主が、地方住宅公社若しくはこれに準ずる法人、又は、地域における基幹的交通

事業者等の信用力の高い主体である場合 

（３）賃借料が、地域の水準に照らして適正な額以下であること。 

 （４）賃借料の財源について、安定的に賃借料を支払い得る財源が確保されていること。

また、これとは別に、当面の支払いに充てるための 1 年間の賃借料に相当する額と 1000

万円（1 年間の賃借料が 1000 万円を超える場合には当該 1 年間の賃借料相当額）の合

計額の資金を安全性がありかつ換金性の高い形態（普通預金、定期預金、国債等）に

より保有していること。 

 （５）（４）の 1000 万円（1 年間の賃借料が 1000 万円を超える場合には当該 1 年間の賃

借料相当額）については、地上権・賃借権の登記、賃貸借契約期間の長さ等施設使用

の安定性の高さ、当該主体の総合的な財政力の高さ、公的補助による継続的な賃借料

補助、これまでの施設の経営・運営実績等過去の安定性の高さ等を勘案し、賃貸施設

であっても安定的に事業経営が認められる場合には、２分の 1 を下回らない範囲内で

当該額を減額して差し支えないこと。 

 （６）賃借料及びその財源が収支予算書に適正に計上されていること。 

 

第２ 施行期日等 

この通知は平成１６年５月２４日から施行し、旧通知はこの施行に伴って廃止する。 

なお、この通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４に規定する

技術的な助言である。 


